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（午後３時３０分 開会） 

○企画調整課長 それでは、時間になりましたので、開会に先立ちまして事務局より御案

内申し上げます。  

 本日は年度末のお忙しいところ、御参加いただきましてありがとうございます。  

 消費生活部企画調整課長の阿部でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  

 本日は、集合・オンライン併用方式で開催をいたします。  

 オンラインで御参加の岡崎先生につきましては、御発言されるときはマイクをオンにし

ていただければと思います。  

 なお、本日はオンラインで傍聴されている方もいらっしゃいます。委員、専門員以外の

皆様につきましては、マイク、カメラともオフにしていただきますようにお願いいたしま

す。  

 音やカメラについて不具合が生じたときには、一旦会議から退出し、再入室を試みてい

ただければと思います。再入室をしても改善されない場合には、あらかじめお伝えしてお

ります緊急用の電話番号のほうに御連絡をお願いいたします。  

 会場にお越しの委員の皆様におかれましては、発言の際は近くのマイクを御利用くださ

い。発言時にマイクの電源をオンにしていただき、御発言終了後はオフにしていただくよ

うお願いいたします。  

 また、マイク御使用の際には、オンライン出席の方々にもお声が届きやすいよう、マイ

クを口元に近づけてお話しいただきますよう、お願いいたします。  

 本日の会議資料につきましては、会場の皆様にはタブレットに資料を格納しております

が、資料２－２につきましては、表が細かくなっておりますので、印刷したものを机上に

も配布しております。タブレットの操作など御不明な点がありましたら、お近くの職員に

お声がけください。  

 それでは、これ以降の進行は小野部会長によろしくお願いいたします。  

○小野部会長 御説明ありがとうございました。  

 それでは、ただいまから第４回基本計画の次期改定に向けた方向性の検討部会を開会し

たいと存じます。  

 本部会の部会長を務めます、小野でございます。本日も私が進行を務めさせていただき

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。  

 では、事務局から本日の委員の御出席状況と定足数及び会議の公開について、報告をお

願いいたします。  

○企画調整課長 本日の出席状況でございます。  

 神山委員から御欠席と御連絡いただいております。岡崎専門員はオンラインで御出席さ

れております。会場にいらしている委員と合わせて委員６名、専門員１名に御出席をいた

だいており、東京都消費生活対策審議会運営要綱第８に定めます、委員の半数以上の出席

という定足数に達しておりますことを御報告いたします。  



－2－ 

 あわせて、本会議の公開について御報告いたします。本会議は公開とし、本日の内容は

都のホームページ等に掲載し、公表させていただきますことを御了承お願いいたします。 

 なお、先ほど申し上げましたが、本日オンラインでの傍聴の申込みをいただいていると

ころです。  

 続きまして、資料の確認をさせていただきます。  

 お配りしている資料、最初に会議次第がございまして、その後、資料１  第３回総会で

の御意見、資料２  報告書（案）、資料２－２  報告書別表（案）、資料３  インターネッ

ト都政モニターアンケート調査結果となっております。  

 そのほか参考資料といたしまして東京都消費生活基本計画を机上に用意しております。 

 以上でございます。  

○小野部会長 ありがとうございました。それでは、早速ですけれども、議事に入りたい

と存じます。  

 本日の議事は二つございます。  

 一つ目が基本計画の次期改定に向けた方向性の報告書（案）についてです。本件につき

ましては、昨年末に開催しました第３回総会において中間のまとめとして報告を行いまし

て、委員・専門員の皆様から様々な御意見を頂戴いたしました。その御意見を踏まえまし

て、事務局から報告書（案）の提示がございますので、本日はまず報告書（案）について

皆様に御審議をいただきたいと思います。  

 二つ目は東京都において実施をしましたアンケート調査結果の報告についてです。こち

らは、金融リテラシーと金融被害への認識というテーマで、昨年１２月にインターネット

上でアンケート調査を行ったものになります。  

 それではまず、基本計画の次期改定に向けた方向性の報告書（案）につきまして、事務

局から御説明をお願いいたします。  

○企画調整課長 それでは、御説明いたします。  

 報告書（案）の前に本日御用意している資料について、御説明をさせていただきます。 

 部会長から今御発言がありましたとおり、昨年１２月に開催をいたしました消費生活対

策審議会において、本部会の意見の中間のまとめについて御報告をいただき、審議会から

御意見をいただいております。  

 資料１につきましては、その御意見を事項別にまとめたものでございます。消費者教育

に関する分野について、多くの御意見をいただいております。  

 資料２につきましては、総会での御意見を踏まえて取りまとめた報告書（案）でござい

ます。  

 資料２－２は報告書（案）の別表でございます。先ほど申し上げましたが、タブレット

の画面だと見づらい部分もあるかと思いますので、出力したものをお配りしております。 

 それでは、資料２から御説明申し上げます。  

 本検討部会の報告書（案）でございます。総会でいただきました御意見を反映したほか、
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事務局において加筆、修正を行っております。  

 まず１ページの下段のところ、消費者市民社会に関する注釈を追加しています。  

 ３ページの１  消費者を取り巻く状況につきましては、中間のまとめでは、各事項を箇

条書としておりましたけれども、それらを総括し、ここで消費者を取り巻く状況について

記載する意図を冒頭部分に追加をしております。また各記載事項について整理をするとと

もに、文体を調整いたしました。  

 ５ページの２、各主体に期待される役割についても、先ほどの１  消費者を取り巻く状

況と同様、ここに書かれている事項を総括し、記載する意図を冒頭部分に追加しておりま

す。また、各記載事項について、整理し文体を調整しております。  

 なお、６ページの中央部分、なお書きの部分でございますが、こちらにつきましては、

総会での御意見を踏まえて追記をしたものでございます。  

 ８ページの（３）施策を推進するにあたって重視する視点でございますけれども、こち

らの３番目、不適正な取引行為の排除のための都による直接的な取組につきましても、総

会での御意見を踏まえて追記したものでございます。  

 資料２－２は報告書本文の２、各主体に期待される役割の別表でございます。  

 各主体に期待される役割につきましては、基本的な考え方を本文のほうに掲載し、具体

的な事項につきましては、別表にまとめる形というふうにさせていただいております。本

検討部会の議論の取りまとめの核となる部分というふうに考えているところでございます。  

なお、総会でいただいた御意見の中でも既に中間のまとめの際に記載している事項であっ

て、その記載に包含されるような事項につきましては、今回修正をしておりません。  

 具体的に見ていただきますと、別表の２ページ、消費者に期待される役割の項目のとこ

ろでございますが、この支援する都の取組の項目のうち、被害防止の欄、消費者被害にあ

わないための、発達段階に応じたＳＮＳの利用方法の啓発につきましては、審議会での御

意見、資料１のほうに記載をしておりますが、３番目のデジタル活用の拡大に伴い、ＳＮ

Ｓ指導は発達段階別に進めるべきという御意見を反映して、記載を追記したということで

ございます。  

 同じ欄の下部に消費者力に関する記載がございますが、こちらにつきましては、前回の

総会での御意見、資料１にございます１、２に関する事項でございますけれども、既存の

記述に包含される内容であるというふうに考えられることから、中間のまとめにおける記

述のままとし、修正をしておりません。  

 また、その右横ですけれども、消費者被害の救済の欄、中央よりやや下に記載しました、

消費生活センターの充実強化に関する記述でございますが、こちら総会での御意見１３、

１４に関連する事項ではございますけれども、既存の記述の範囲内であるというふうに考

え、先ほど同様、中間のまとめにおける記述のままとし、修正はしておりません。  

 その下、デジタルツールなどを活用した相談しやすい仕組み作りについては、総会での

御意見を反映して追記したものでございます。  
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 同じページの右から２番目の列、消費者市民社会の実現に向けた消費者教育の欄には、

総会での御意見４番を反映し、エシカル消費に関する記載を追記しております。他者への

配慮や利他的な行動という赤文字で表記される部分ですが、ここが追記した部分です。  

 なお、１ページ、今、御説明した右側の列、右端の列になりますが、災害時その他の非

常時における消費者行動の欄でございます。  

 「消費者教育」を「啓発」に修正をしたというところでございますが、こちらは事務局

のほうで表現を修正いたしました。その意図は、災害時の消費者行動について、もともと

は消費者教育という書き方をしていたんですが、教育というよりも個々の消費者の気づき

ですとか、意識の向上という、それに伴う行動の変化というような側面が強いのかなとい

うことと考え、教育というよりは、啓発という言葉のほうがより近いのではないか、とい

うことで、事務局のほうで啓発に置き換えたものです。  

 同様に６ページ左上のところですけれども、消費者団体等に期待される役割、被害防止

の欄でございますが、被害防止のための消費者への、の後ろの部分、注意喚起・情報発信

と書いてありますが、こちらについても、もともとは啓発というふうにしていたのですが、

啓発の具体的な内容を記載したほうが適切と考えまして、注意喚起・情報発信というふう

に修正をしております。  

 そのほか、各ページ修正は幾つかしておりますけれども、それぞれ総会で御意見をいた

だいたところを追記・修正をしています。  

 以上でございます。  

○小野部会長 御説明をありがとうございました。これまで重ねてきた内容を見える化と

いいますか、整理をしていただいて大変助かりました。  

 そうしましたら、改めまして、今、説明を受けました案につきまして、御意見などをい

ただければありがたいと思っております。  

 特に順番は考えていないのですが、先にとおっしゃる委員がいらっしゃったらお願いし

たいと思いますが、原田委員が大きくうなずいてくださったので、お願いしてもよろしい

ですか。  

○原田委員 ありがとうございます。取りまとめ、本当にありがとうございました。全面

的に私は賛成でございまして、単なる意見だけをお話しさせていただきたいと思います。

全て拝見して非常によく取りまとめられているなと思います。  

 丸でつけていただいたところとか、追加の部分のところで少し感想みたいなものなんで

すけど、３、９のところで、ＳＮＳに関しての啓発を段階に応じてというようなことなん

ですけれども、他国も含めて日本も国のほうで、ＳＮＳの年齢制限とか、この年齢以下は

使っちゃ駄目というような、そういう方向に傾いているような気がして、今後何か年齢制

限のようなものをＳＮＳで始めると、国としての施策として始めたときに、それにやっぱ

り沿った内容にしないといけない。今は多分、ＳＮＳを全員が使っていることを前提に、

その段階というふうになってきましたけれども、今後もしかしたら年齢によっては使わな
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いことが前提とか、使えないことが前提とか、このサービスは使えるけど、このサービス

は使えないとか、そういうような前提で、また啓発ということを考えなければいけないと

いう動きが将来的にまた出てくるのかなというふうに、今後の話としてちょっと感想とし

て思いました。  

 三つあるんですが、二つ目は、７、８にあるように、犯罪とかそういうものは、警察と

の協力・連携強化というのが、私は非常に重要だなというふうに思っていて、消費者被害

と詐欺の被害というものの境が曖昧になってきているような気がするんですね。  

 だから、消費者センターに入る消費者相談でも、詐欺的な内容とか、特にインターネッ

ト関連なんか特にそうですけど、御相談は受けたとしても救済にはたどり着けないと。何

かあっせんして解決するとか、そういうようなものではなくて、既に詐欺みたいなもの、

これと消費者被害というものと、非常に区分けが曖昧になってきている時代になったかな

というふうに思います。分からない消費者はみんな詐欺だと思っちゃうのは、それはその

とおりで、昔みたいに訪問販売であれば、何となく押売みたいな、そういうようなイメー

ジのものだったものが、今は闇バイトとか襲ってくるようなものも、同じような感じで来

るようになってきてしまったので、非常に境が曖昧になってきた。  

 やっぱり詐欺なのか、消費者被害なのかというようなところの区分けができない状態で、

御相談というのは入ってくるわけなので、そうすると、やはり警察との連携とか情報交換

とか、そういうようなところというのが、今後も非常に重要に、特にネットの世界はそう

なんですけれども、リアルの世界でもなってくるのかなというふうに思いましたので、そ

こは重要視してほしいなというふうに思います。  

 それであと、１１と１２のところですけれども、法規制に関して、厳しくしろという御

意見もいろいろ聞くんですけれども、今の詐欺も含めて、なかなか遵法意識がある事業者

というのは、そもそもやらなくなってきていますので、あまり現行法を厳しくするという

よりは、現行法でも十分取り締まれる悪質事業者というのはいっぱいありますので、そこ

をどんどん取り締まって未然に防ぐというような形の方向性、その点ではやはり取締りと

いうところは今後も重要視されていくんだろうなというふうに思っております。  

 この３点でございます。  

○小野部会長 どうもありがとうございました。  

 御専門ということもあって、特に情報に関連してということがありましたけれど、いず

れにしても、この案については賛成の方向で、今後を見据えての御意見を頂戴いたしまし

た。  

 確かにＳＮＳをめぐっては、諸外国では大きな動きになっていまして、日本もその影響

を受けておりますので、将来、基本計画を立てながらも、実際の運用は変わっていくもの

と思われます。使える年齢制限が今はない状態ですので、その前提条件が変わる中で、ど

ういうふうに基本計画を考えていくか、つくっていくかというところに重要な気づきを頂

戴しました。  
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○原田委員 一応、Ａｐｐｌｅの場合は、基本的にＸとかは１７歳以下は一応駄目なんだ

けども、だけど実際は使えますので、そういう規制が今後強制的に駄目と、ダウンロード

すらできないみたいな、そういうふうになるかどうか。  

○小野部会長 また被害と詐欺の境目というお話もありましたけれども、警視庁との連携

が大切なんだけれども、将来起こり得るといいますか、現在起こっていて、その地続きの

先に想定されるものにも御指摘をいただきましたし、法規制の話にもなりました。確かに、

規制行政も併せて重要となってくるというところでしょうか。どうもありがとうございま

す。  

 ということで、お一人ずつ恐らくお尋ねをお願いすることになりますが、ほかにござい

ましたらぜひと思います。いかがでしょうか。  

○藤田委員 じゃあ、順番で。  

○小野部会長  

 それでは、席の並び順で、藤田委員の次は坪田委員、齊木委員、生駒委員ということで

お願いします。もちろん、本日オンラインで御参加でいらっしゃいます岡崎委員にもお聞

きをしたいと思います。藤田委員、よろしくお願いいたします。  

○藤田委員 藤田です。今回の報告書、私も賛成ということで、意見を述べさせていただ

ければと思います。  

 私のほうで一番最初に消費者安全確保地域協議会、いわゆる高齢者、障害者の見守りを

行っていただきたいということで提案させていただきました。  

 今回もこの報告書の案の中に、多大な課題や脆弱性を有するようになっているという点

を指摘していただいておりまして、まさに障害者や高齢者というのは、脆弱性を有するが

ゆえに、教育とかをしてもなかなか難しい状況にある中で、高齢者、障害者は支援の対象

であるというところは強く意識していただく必要があるのかなと思っています。  

 そうすると、消費者教育というもので、この脆弱性をカバーするのはなかなか難しく、

支援のためにやっぱり見守り、周りで見守って支援をしていくという、その体制が必要で

はないかなと思っております。  

 先ほど、原田委員のほうから連携の重要性を指摘されまして、私も本当に連携すること

が重要かなと思っております。  

 そこで多様な主体の連携という項目を挙げていただいて、ここで広い領域にまたがって

いるために、ということで、縦割りではなく横に連携をしながら対応していくべきだとい

うところ、全くもって大賛成であります。  

 この中で、例として挙がっているもの中に弁護士会を入れていただきまして、大変あり

がとうございます。それ以外にも警察、福祉部門とありますが、別表のほうで書いていた

だきました住宅政策本部も入れていただいたほうがいいのかなとは思います。  

 加えて、消費者被害で高齢者の方が金融機関に行って引き出しをするという、そこで引

き出したお金を、現金を交付してしまい、被害に遭うというところもあるので、東京都の



－7－ 

部ではないですが、金融機関との連携というのも重要だということは指摘させていただけ

ればと思いました。  

 あと、消費者被害と犯罪行為の線引き、境が曖昧であるという原田委員の御指摘があり

まして、つい最近私もそれを認識したことがありましたので、ちょっと話をすると、高齢

者の消費者被害で警察に行ったんですけれども、警察のほうでこれは犯罪なのか、ないし

は消費者被害なのか、要するに民事なのか刑事なのかというところの線引きがなかなか難

しいという話がありました。  

 警察官の指摘というのは、契約というものが入ってきてしまうと、その解釈が問題とな

っちゃうよねと。どこまで行ったらそれが犯罪行為なのか、そうではなくて不正な取引な

のかという、その線引きが非常に難しいから警察としても線引きが難しいんだよねといっ

たことで、警察官のほうからぜひともこういう法律の専門家である弁護士と意見交換など

をしていきたいという、とてもすばらしい警察官がいらっしゃったので、なるほどなと思

ってはいたんですね。  

 そうすると、こういう警察に弁護士が会いに行き、法的観点で意見を交換することによ

って、それが犯罪行為なのか、ないしはそれが消費者被害としての何かなのかというとこ

ろの議論ができてくると思うので、特に警察に私たち弁護士が行くと、あまり対応として

積極的に対応してくれない場合もあるんですけれども、そうではなくて、ここに弁護士会

というのを入れていただきましたけれども、弁護士会と警察のほう、ひいては警察官と弁

護士が、きちんとそういう被害があったときに、これは立件できないんだよということで

門前払いではなくて、弁護士の意見を聞いて議論していただいて、そういう意見交換がで

きるということは必要じゃないかなというところは、最近身をもって経験したので、報告

させていただきました。  

 そういった点で、消費者安全確保地域協議会、これを東京都につくることによって、全

体として東京都として連携を強めていき、高齢者、障害者の消費者被害を未然に防ぐ、な

いしは被害を早急に対応できるという仕組みをつくっていただければと思いましたので、

最初の部分に遡ってまた意見を述べさせていただきました。  

 以上です。  

○小野部会長 ありがとうございました。具体的な例をもってお話いただきまして、大変

理解が進みました。  

 行政も消費者行政だけではなくて、警察ともつながり、さらにそこから法律に詳しい弁

護士、あるいは弁護士会とつながっていくと、そのために消費者安全確保地域協議会があ

って、それを機能させていく御説明をいただきました。  

 お話にもありましたが、連携先について別表ももちろん大切なんですけれども、この報

告書（案）のところにも入れていくということでは７ページですかね。そこに例えば消費

者団体、事業者団体、弁護士会、医療機関、警察とかあるんですが、そこに金融機関など

も入れておくといいというような、そういった御趣旨でもありますか。  
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○藤田委員 はい、趣旨としてはそういう趣旨ですが、ただどこに入れるのかと、消費者

に関連した組織・部門と限定されてしまうと、金融機関は入らないのかなとは思っており

ますけど。  

○小野部会長 なるほど、分かりました。例えば連携先の例として書いてあるようなとこ

ろには、全体とのバランスもあるんですが、別表にもあるような情報を入れていくことに

もなるかと思いました。  

 この辺りどうでしょうか。阿部課長、可能でございますか。  

○企画調整課長 はい、ありがとうございます。検討が必要ですので、後ほど、部会長と

御相談させていただくことでよろしいでしょうか。  

○小野部会長 もちろんです。藤田委員も全体として賛成ということで、よりよくなるた

めに具体的な例示をしておくということだったのかと思います。さらに大切なポイントを

改めて、そして最近あった事例も併せて、また原田委員の説明を受けてということで御説

明いただきました。それでは、坪田委員にお願いをしてもよろしいでしょうか。  

○坪田委員 私もこれまでも申し上げた意見を取り入れていただきまして、この案には賛

成でございます。  

 今、思っております感想めいたことになりますが、これをこれからどのように実行して

いくかということにかかっているということを痛感しております。  

 それにつきましては、この中に書き込むことではないですが、今、お話のあったことに

は本当に同感でございまして、これが詐欺であるか、消費者被害トラブルの一つの非常に

深刻な例なのかというところの線引きが非常に曖昧になってきております。実際のところ、

最寄りの警察署の対応も今お話があったようにばらつきがありまして、連携ができている

ところと、そうでもないところもあったりします。  

 実際のところは、それぞれの法に基づいて行いますので、難しいところはありますが、

消費者にとっては警察が対応してくれても、消費生活センターが対応してくれても、何と

か自分の被害を救済してほしいという願いは同じでございます。  

 さらに警察の場合は、罰することはできても被害回復には結びつきませんので、そこは

また弁護士会なり、専門家の方との連携にもなると思うのですが、そういったことを消費

者は実際、行政がどうであるかということは関係なく、とにかく被害に遭ったらば、住民

として救済してほしいという願いがありますので、それを切れ目なくつなげるような仕組

み、運用を東京都の中でしていただきたいと思っております。  

 それが一つ、警察との連携になると思いますが、また見守り関係で申し上げれば、これ

は福祉との連携が本当に欠かせません。これもやはり温度差が非常にありまして、ここも

これからの課題であり、ここに掲げていらっしゃること、いただいたことを、いかに実行

していくかということにかかってきていると思います。  

 消費者トラブルに遭った後に、やはり福祉的なケアがなければ、その方はさらなるトラ

ブルに遭うこともありますし、福祉的なケアの必要な方は、実際は消費者トラブルだけで
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はなく、様々な点で生活にお困りのことが多くあると思います。それであれば、やはり庁

内連携というのが大切になると思っております。  

 それから、学校教育部門ですね。こちらとも連携をぜひ強化していただきたいと思って

おります。と申しますのは、やはり、まだまだこのデジタル化の中でリテラシーが不足し

ていたりとか、非常にやはり社会経験が少ないということから被害に遭ってしまう若い方

が多くいます。  

 盛んに今、消費者教育が学校の中にかなり入り込んでおりまして、この１０年では随分

変わってきておりますが、それでもまだ減らないということは、やはり、もぐらたたき的

な形にはなってしまうかもしれませんが、いろいろなあの手この手の手口が出てくれば、

それに対応した形での啓発も必要となってきます。  

 いずれにしても警察も忙しい、福祉部門も忙しい、教育現場も忙しい中で、どのように

していいかと。これは消費者行政をより強くしていただかなくてはならないことでありま

すので、ぜひ私どものこの審議会で強く、そのことを願っているということを踏まえて実

行に移していただきたいというのがお願いでございます。  

 以上です。  

○小野部会長 ありがとうございました。  

 連携というのが大きなテーマであったかと思って、お話を聞いておりました。  

 さらに学校教育のお話もぜひお話しいただきたくて、その辺りも触れてくださいました。

全相協様では、学校にいろいろお届けをするということで、私の勤務する大学にも来てい

ただいており、以前の状況を考えると現在では普通のことになってきて、これは喜ばしい

ことだと思うんですが、そこに、都の取組として仕組みをつくっていくことをさらに進め

る計画を盛り込める報告案になるといいなと、私も拝聴して思いました。  

 坪田委員におかれましても、この報告書案につきましては賛成ということで、どうもあ

りありがとうございます。  

 それでは齊木委員、お願いいたします。お願いいたします。  

○齊木委員 基本的には賛成です。  

 今後に向けての検討としてお伝えします。まず方向性の検討の５ページ、各主体に期待

される役割についてです。  

 Ａ３のシート文と連携すると思いますが、この文だけを読み込むと、各主体が何であっ

て、そこにそれぞれが何を期待されているのかということが、分かりにくいと感じました。  

 ７ページに消費者市民社会の形成を通じ、事業者と共創し、とありますが、共創・協働

とするとよいです。消費者志向経営について、消費者庁としては、持続可能な社会の実現

を目標に、消費者と共創・協働して社会価値を向上させる経営としています。  

 ４ページの消費者志向経営については「支援」とありますが、「推進」と表現すべきと

思いました。  

 ６ページに消費者団体などに期待される役割とあります。相互理解を促進する消費者へ
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の啓発活動などの支援と併せて、適格消費者団体と事業者との双方コミュニケーションが

加わるとよいです。  

適格消費者団体が事業所に対して指摘をするという前の段階、未然防止の仕組みの検討を

含めていただきたいです。  

 ＶＯＣ活動を記載いただきありがとうございます。事業者では、ＣＸという言葉を用い

始めています。ＣＸは、カスタマーエクスペリエンス、顧客体験価値としていますが、お

客様満足を越えて体験価値を上げていくことになります。今後は、ＶＯＣ活動の推進とあ

わせてＣＸの記載を検討いただきたいです。  

私どもＡＣＡＰにおいてもＣＸを、消費者志向経営を推進するに当たっての軸として捉

えています。また消費者庁としても、消費者志向経営の推進に際しては、ＣＸとＥＸ、ウ

ェルビーイングの三つをキーワードとしてあげています。  

○小野部会長 ありがとうございました。  

 最後のところのＶＯＣ活動で関連をするようなＣＸというような話がありましたが、今

回はどうでしょうか。別表に、そこまでは入れなくてもということですかね。  

○齊木委員 今後の検討ということでよいと思います。  

○小野部会長 本日の議論はもちろん議事録にも残りますし、また基本計画を立てるとき

に、言わばこれは設計図みたいなものだと思っていますので、基本計画をつくるときに改

めて御意見をいただくことで、総会で共有をしていただくのがよさそうですね。  

 でも、この部会でふさわしい内容でしたので、将来的にはそういうことになるんだと思

いながら聞いておりました。ありがとうございます。  

 齊木委員におかれましても、全体として賛成ということで、この報告書（案）の賛意を

表していただいたわけですけれども、一つ目で連携とか、それから協働という表現もある

し、また共創という言葉もあるとのことでした。コラボレーションをするところで、いろ

んな段階とか種類というか内容があり、そういったキーワードがこの中にもありますね。

改めて、そのことが確認もできましたし、複雑化する消費者トラブルとか消費者のおかれ

る状況で、生活の質を改善するためには必要な姿勢であると思って聞いておりました。  

 また、別表の４ページで、消費者志向経営の支援というよりは、ここは推進にしたほう

がいいのではないかとのご指摘でした。事業者に期待される役割ということで、「支援」

というよりは「推進」、つまり事業者がやるんだということで表現をしたほうがいいと受

け止めておりますが、これで大丈夫でしょうか。  

 阿部課長、どうでしょう。  

○企画調整課長 ありがとうございます。  

 そうですね。意味合いとしては、各事業者様にやっていただくところ、推進をしていた

だくところというところで、意味合いとしては間違ってはおりません。  

 我々とすると、ここの表はどちらかというと、事業者に期待される役割はこの網かけに

なっている部分で、この下の部分、御意見いただいたところは、それを支援する都の取組、
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都がそれに対して何をやっていこうかというような整理をさせていただいたので、そうす

ると、消費者志向経営の推進を支援すると、あくまでも東京都が少し後押しする立場での

書き方のほうがそぐうのかなというふうには思っているところでございます。  

また、本文のほうの７ページで、ウェルビーイングのところの書きぶり、事業者と共創

し、のところ、協働というのが入ったほうがいいのではないかと伺いましたが、まさにそ

うだなというふうに感じたところでございます。こちらのほうは事業者と共創、協働し、

というふうにさせていただければなというふうに思います。最終的には部会長と御相談を

させていただきます。  

○齊木委員 承知しました。  

○小野部会長 はい、ありがとうございました。そうでした。東京都の消費生活基本計画

ですね、すみません。その事業者にやっていただくことを支援するというような、そうで

した。自分の立ち位置が時々分からなくなるので、こうやって確認をさせていただいて大

変ありがたいです。  

 それから、ほかにも適格消費者団体の動きということで最新情報もいただきまして、い

ずれにしても、基本計画を本格的につくり出すときに、今こういう状況にあるということ

を、また改めて委員から説明をいただくことで、基本計画をつくるときに、その時点での

新しい情報をお伝えいただければ大変ありがたいと思いました。どうもありがとうござい

ました。  

 それでは続きまして、生駒委員、お願いしてもよろしいですか。  

○生駒委員 多様な意見をしっかりと取り込んでいただけて、取りまとめてくださったこ

と、感謝申し上げます。基本的には大枠賛成させていただきます。  

 感想だけになりますが、私はエシカルを社会に推進する立場におりまして、その活動を

今しているわけです。  

 とりわけ気になりましたのが、消費者に期待される役割で、被害防止のところで先ほど

から被害のお話がたくさん出ているんですが、最後の加害者にならないための啓発という

ところが、気になります。消費者がいつの間にか加害者になってしまいかねない事態とい

うところは、我々忘れてはいけないかなと思うんですね。  

 そのために必要なことが、気づく力、断る力、相談する力と書かれています。この点は

すごく重要だと考えております。  

 また、消費者市民社会の実現に向けた消費者教育の中でも、赤字で他者への配慮や利他

的な行動とはっきりと明記してくださったことは、すごく重要だと考えています。  

 私も最近、ＳＮＳやＡＩがすごい勢いで社会に普及していることを感じていますが、俯

瞰して見ると、受け身に一旦なると、簡単に洗脳されてしまうということが見えてきます。

とりわけＳＮＳは、洗脳媒体になり得る巨大なプラットフォームであるということを忘れ

てはいけないと思うんですね。いい形で、いい情報が適切に必要な人に届くのは、それは

またＳＮＳのいい点だと思うんですけども、そうでないケースもあるということを忘れて
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はいけない。  

 そこで何が重要かといいますと、上に書いてあるんですが、消費者の自律的な意思とい

うのがすごく重要な項目ではないかと考えています。受け身になってしまうと、判断能力

がなくなってしまう。その意味で、自律的な意思決定がゆがめられることなく、と書かれ

ているんですが、この自律的な意思を育てるようなプログラムも、今後のエシカル教育の

中で強めていければと思っています。  

 私自身がこのエシカルという言葉に出会ってもう２０年ぐらいになるんですけど、意味

の幅が広過ぎて、理解しづらいところがあるんです。例えば日本語に訳すと、道徳観とか

倫理観になると、急に何か硬くなって、その基準はどこにあるんですかみたいな話になる

んですけれども、いろいろ活動していく中で感じるのは、エシカルというのはある種、心

のとめ金かなと思っているんですね、歯止めというか。人間はどうしても際限なく興味あ

ることには進んでしまいがちなので、足るを知るとか、思いやりとかというふうに訳させ

ていただいているんです。エシカルって何なのと聞かれたら、思いやりとか、足るを知る

ということが結構一番適切な解釈ではないかと。  

 これだけ便利で効率的に物事が進む社会になると、欲望のエンジンでどこまででも行け

てしまうような気になるのですけれども、ここまででいいんじゃないみたいな、思い切っ

て足を止める判断をできること、それはある種、哲学的思考であったり、心理学の領域に

も入ってくると思うんです。  

 今後、エシカル教育はそういった点も配慮すべきではないかと思います。これは次の段

階でいいと思うんですけども、人間の心理にはＳＮＳやＡＩも大きく作用してきます。人

間が主体である限りは、心の中にある種の判断基準を備えるということも、エシカル教育

の一つの軸にしていけたらいいかなと。私もまだまだ模索段階ですけれども、そのような

ことを感じておりますことをお伝えいたします。今回に関しましては、今の段階では十分

に、いろいろな言葉をちりばめてくださいましたが、もしこの先、何かまた新たな進展と

いうときには、そういった項目についてもお話をさせていただければと思いました。  

 以上、感想でございます。  

○小野部会長 生駒委員、どうもありがとうございました。  

 エシカル消費について推進をされているお立場ということもありまして、御説明と補足

をさらにいただいたと考えています。  

 また、改めて消費者教育の気づく力とか、断る力とか、相談する力といった消費者力、

これを大切にする必要があるというようなことでして、別表にも書いてくださっています

ので、次の基本計画にも入れていただく大切な項目だと私も思います。  

 また、エシカル消費について考えておられるお立場からして、分かりやすく言えば、思

いやりとか、足るを知るとか、ライフステージ別にどうやって伝えていくかとか、伝える

だけではなくて、行動を促すかとか、いろんなやり方がきっとあるのだろうと思います。 

 哲学とか心理学といった幅広い領域で、やはり消費者は人間ですので、生活を営むとき
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には、いろんなアプローチが必要だということを改めて感じました。どうもありがとうご

ざいました。  

 それでは、オンラインで御参加の岡崎専門員にも一言いただければと思います。よろし

いでしょうか。  

○岡崎専門員 はい、ありがとうございます。  

 報告書につきましては、これまで発言させていただいた内容を反映いただきまして、あ

りがとうございました。  

 特にぜひこれを修正してくださいということはございませんけれども、もし可能であれ

ば、ただいまお話のありました連携先につきまして申し上げます。匿名流動型犯罪等々、

ただいま消費者トラブルと犯罪との境目の判断が難しいようなケース、深刻な被害が出て

いるケースにつきまして、実際被害に遭ってしまうと被害救済が困難である旨、専門的に

対応されている弁護士の先生からもお伺いしております。このため、啓発が重要であると

いう点に注目しまして、金融経済教育推進機構及び当委員会では、警察庁とも連携をしま

して、啓発に力を入れております。金融経済教育推進機構は政府の設立した認可法人であ

り、当委員会は公的な任意団体ですけれども、こういったところと連携することが重要で

あるということも、もし可能であれば、一言言及いただけますと、大変ありがたく存じま

す。  

○小野部会長 ありがとうございました。  

 そうしますと、この次に皆様とも共有をさせていただきます、金融リテラシーと金融被

害への認識についてのアンケートを少し踏まえた上で、加筆、連携先の追加も一つの方法

ではないかといったところだと思います。  

 その連携先の記載につきましては、私のほうでお預かりをしまして、また検討させてい

ただきたいと思います。  

 阿部課長、どうでしょうか。  

○企画調整課長 岡崎先生、ありがとうございます。  

 先ほど藤田委員からもありました、金融機関の連携というお話もありましたし、どこに

入れるのが一番ふさわしいかなと少し考えさせていただいて、部会長に御相談します。あ

りがとうございます。  

○岡崎専門員 ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。  

○小野部会長 御意見、コメントをいただきまして、ありがとうございました。  

 これまで議論を重ねてきておりますし、消費者教育と表現するよりは啓発としたほうが

いいというような箇所も幾つかあり、その理由もお話しいただき、そのとおりだと思って

います。  

 どうしても消費者教育を専門にしていると、何でも消費者教育となるんですが、やっぱ

りライフステージごとに、ちょっと教育と言われてもといった御年代もあるかと思います。  

 いろんな世代が都民としていらっしゃるわけで、そうした方々に届けられるようになれ
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ば、それに越したことはありませんし、またそういった表現で引っかかるよりは実態に合

わせて工夫をしていただくほうがいいと思っておりますので、その辺りも特に違和感なく、

全体としてもこの報告書（案）に賛成をしているところでございます。  

 ということで、皆様に御意見あるいは今後に向けてといったところで、いろいろ御助言

をいただきました。  

 全体としましては、この今回取りまとめをするというような報告書（案）につきまして

は、大きく違和感のないものではないか、もっと言うと賛成をいただけたのではないかと

いうふうに思っております。  

 少しまだ時間もありますが、１周はしたわけですけれども、ほかの委員の何か発言を受

けてということがございましたら、一つ二つはまだお受けをする時間の余裕はございます

が、いかがでしょうか。最初のほう、別に原田委員を指名しているわけではないのですが、

ありましたら遠慮なく御発言いただいてと思いますが、よろしいですか。  

○原田委員 はい、大丈夫です。  

○小野部会長 ありがとうございます。はじめに、口火を切っていただいたおかげで、ご

意見の呼び水になりました、大変ありがたかったです。ありがとうございます。  

 発言もこれで一段落しているのかなと思いますので、一旦締めくくりをさせていただけ

れば大変ありがたいです。  

 私としましては、大きな修正は必要ないと考えていますがよろしいでしょうか。いただ

きました連携先等々につきましては、阿部課長と少し検討しまして、最大限、しかしなが

ら、バランスを取った形で言及と表記をさせていただきます。  

 本日いただきました御意見につきましては、資料に反映した上で、本検討部会における

報告書として総会に報告をさせていただきます。  

 また、資料への反映の仕方としましては、先ほど申しましたが、私に一任をしていただ

きたいと思いますが、そのような形で改めまして確認をさせてください。よろしいでしょ

うか。  

（「異議なし」との声あり）  

○小野部会長 ありがとうございます。それでは、そのような形で努めさせていただきま

す。  

 事務局からもお願いいたします。  

○企画調整課長 ありがとうございます。  

 いろいろ、本日も御意見をいただきまして、なかなか至らないこと、気づかないところ

もたくさんありまして、申し訳ありませんでした。  

 いただいた御意見につきましては、部会長と調整をさせていただいた上で、委員の皆様

にお送りいたします。最終版を次回の消費生活対策審議会のほうに部会から御報告いただ

く、ということをお願いいたします。  

○小野部会長 それでは、一つ目の皆様と検討したい項目である報告事案については以上
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でございます。  

 さらに本検討部会では、消費者被害を防止するための金融経済教育の重要性について御

意見もいただいていております。  

 東京都から昨日、金融リテラシーと金融被害への認識というテーマのアンケート調査を

していただいて、またプレスリリースが行われたといったホットなタイミングでございま

す。  

 この内容につきまして、事務局から報告いただきたいと思います。よろしくお願いいた

します。  

○企画調整課課長代理（企画調整担当） 消費生活部企画調整課の山崎と申します。どう

ぞよろしくお願いいたします。  

 御紹介いただきました、インターネット都政モニターアンケート「金融リテラシーと金

融被害への認識」という調査を実施いたしましたので、簡単ではございますが、ご報告い

たします。  

 金融経済教育につきましては、本検討部会でも多くの御意見をいただいたところですが、

金融経済教育推進機構の設立など、国において金融経済教育をより推進するという方向性

が示されております。そのような中、都としても今後の金融経済教育の実施について整理

検討していく必要があるのではないかと考えておりまして、今後の取組の参考とするため、

金融リテラシーと金融被害への認識に関する調査を実施したところでございます。  

 本調査は、東京都の政策企画局において実施しておりますインターネット都政モニター

アンケートという制度を活用いたしました。インターネット都政モニターとは、都内在住

の１８歳以上の方をインターネットで公募し、性別や年代、地域などのバランスを考慮し

て選定された５００名の方々になります。  

 様々な都政の課題に関する意見や要望を把握し、今後の施策の立案等の参考にするとい

う目的で、年に６回実施されております。  

 公募という形ですので、無作為にアンケート対象者の方が抽出される場合と違いまして、

基本的には都政に非常に関心の高い方に対する意識調査となっております。  

 令和７年度に、金融リテラシーと金融被害への認識というアンケートが、こういったテ

ーマでは初めて実施されることとなりましたので、活用をさせていただいたものです。  

 ちょうど昨日、３月５日に公表しましたので、検討部会の委員の皆様方にご報告をさせ

ていただくことといたしました。  

 アンケートの内容としましては、金融商品への関心度や、金融商品の情報、入手方法、

また金融被害・トラブルに対する認識、金融被害・トラブルの手口に関する知識、またそ

ういう被害に遭ってしまった場合の相談先などをお伺いしました。  

 なお、「金融商品」の用語について、預貯金などの元本保証のあるものが入ってしまい

ますと、調査の趣旨から外れるため、今回は元本保証のないものとさせていただいており

ます。  
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 結果につきましては、今、御覧いただいている資料のとおりですが、少々御紹介をさせ

ていただければと存じます。  

 報告書の４ページをご覧ください。  

 設問１、金融商品への関心について、株式や投資信託等の金融商品に関心があるかを問

う設問ですけれども、「関心があり、購入したことがある」という回答が５５．９％に上

りまして、ほかの「関心はあるが、今は購入したいと思わない」、こちらが１８．４％、

また「関心があり、購入したいと思う」こちらは１２．２％ですけれども、これらを合わ

せますと、関心がある方々は８６％程度に達しているとの結果でございました。  

 都政モニターであることは少々影響があるかもしれませんけれども、都民の皆様の金融

商品への関心の高さを示す結果になったのかと認識しております。  

 また報告書６ページ、設問２について、金融商品を購入する理由としましては、購入し

た、または購入したい理由として「将来や老後の生活資金のため」という選択肢は８２％

に達しておりまして、他の理由を大きく上回っているところでございます。  

 やはり余裕資金を増やすというよりは、将来のためではありますが、生活基盤を支える

ための資金として、想定されているというケースが多いことが推測されます。  

 また報告書１７ページ及び１８ページ、設問５及び６において金融商品の情報入手方法

を伺っておりますが、６番をご覧ください。インターネットによる情報入手方法という選

択肢は、金融機関の情報という回答が７６．４％に達しており、本回答率が高いのはよい

ことと思われるのですが、投資系インフルエンサーなどの有名人の発信といった項目が２

９．４％と３割近くございまして、またＳＮＳ上のアカウント数や閲覧数が多い情報とい

うのを選んだ方も１３．３％ということで、もちろん正しい情報も含まれていると思われ

ますが、真偽のやや不確かな情報が含まれている可能性のある情報に触れている都民も相

当数に上ることが推測される結果なのかと思っております。  

 また、報告書の２１ページ、設問９で、金融被害・トラブルに対する意識をお伺いして

おりますが、誰でもだまされる可能性があると答えられた都民の方が、７４．９％と約４

分の３に上るというところではよかったのですけれども、その一方で約４分の１が、あま

り自分がだまされるとは思っていないですとか、あまり関心がないという結果になってお

りまして、意外に多いように感じたところでございます。  

 また報告書３１ページ、設問１２ですが、金融被害・トラブルに遭った場合の相談先に

ついてお伺いしており、警察が９割近い８９％、消費生活センターも７６．８％となって

おります。消費生活センターの認知度が７割を超える結果となっており、かなり認知度が

高くなっている点はよかったと思っているところでございます。  

 報告書の３２ページ以降につきましては、今回のテーマに対する自由意見になっており

ます。非常に多くのご意見をいただきましたが、こちらでは主な意見が抜粋された形にな

っております。  

 要望のような形でいただいたものとしましては、金融リテラシーに係る啓発や、教育、
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また、トラブルに遭った際の相談先の情報の周知を充分にしてほしいという御意見が多く

寄せられたという印象でございます。  

 以上、簡単な御紹介でしたが、アンケート結果から、改めて都民の皆様の金融商品への

関心の高さが示されたといいますか、見てとれる一方で、金融に関する知識がやや不足し

ている可能性もあるように思われる方ですとか、金融被害・トラブルに関する意識が十分

なのかどうかやや疑問に感じる方も、一定数存在することが推測されると思っておりまし

て、金融経済教育の重要性を改めて認識した次第でございます。  

 こうした結果につきまして、年代別等での集計も行っておりまして、年代によって差が

かなり大きいような事項も見られますので、今後の啓発等の取組を行うに当たっては、タ

ーゲットを絞った効果的な実施方法等の検討にも活用していけるのではないかと考えてい

る次第でございます。  

 また、今後、基本計画の改定というのは、今回の報告の後に、次に行っていくことにな

りますけれども、その際に、本審議会のほうで金融経済教育の在り方を御議論いただく際

に、本アンケート結果を検討材料の一つとして、活用させていただければと考えていると

ころでございます。  

 以上簡単ではございますが、御報告となります。ありがとうございました。  

○小野部会長 御報告、ありがとうございました。  

 昨日リリースをされたということですので、何かすぐに回答いただくとか、そういうこ

とではなくて、せっかくそれぞれの御専門の委員がいらっしゃいますので、どんな受け止

めをされたか、私自身がお聞きをしたいなと思っておりまして、一言、二言、いただける

とありがたいです。  

 岡崎専門員につきましては、ぜひこのアンケート結果を受けて、何か思うところがあり

ましたら、御教授いただきたいと思って、最初にお願いをしたいですが、いかがでしょう

か。  

○岡崎専門員 かしこまりました。貴重な機会をいただき、ありがとうございます。  

 大変貴重なアンケート結果でございまして、またとても力づけられるというか、希望を

感じる内容となっておりました。  

 ご説明いただきましたように、都政モニターに登録されている方でいらっしゃいますの

で、全般に金融に関してもリテラシーが高めの方でいらっしゃるのかなという印象は受け

ております。  

 このためか、ｉＤｅＣｏ、ＮＩＳＡなど今、普及に努めている知識につきましても認知

度が非常に高いですし、生活設計、そして老後資金のために投資についても熱心に考えて

おられるという感じを受けました。  

 生活設計の重要性を認識され、また、投資についても関心や知識が豊富であることが感

じられる回答ですけれども、投資は詐欺に遭うかもしれないからやらないという回答が一

定数占めておりまして、こういったものを拝見しますと、都民のウェルビーイングのため
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には、信頼できる情報入手先や相談先が重要なのかなということを改めて感じたところで

ございます。  

 そして、相談先や情報入手先ですけれども、インターネットでの情報入手先も含めまし

て、金融機関ということがやはり際立っておりました。  

 この点は、これまでの日本の状況で特徴的かと存じますが、金融機関となりますと、個

別の商品を販売したいというところは、どうしてもあると思いますので、顧客の方々が金

融機関の窓口に相談をするというだけですと、ちょっと心配なところはあるのではないか

と思います。  

 それを補完する意味でも中立公正な先が情報入手先、あるいは相談先が重要でございま

して、そういった意味で、回答の中にも自治体にというのが一定数を占めているのですが、

金融に関しての情報提供であるとか、相談を受けるというのは、かなり専門的な内容であ

って、自治体の窓口の非常に得意とされる分野ではないという面もあるかと思いますので、

金融経済教育推進機構でありますとか、金融広報委員会というところを中立公正な先とし

てご活用いただければというふうに感じたところでございます。  

 以上です。ありがとうございます。  

○小野部会長 ありがとうございました。  

 特に、情報の入手先、あるいはそれから相談先についてといったところでの御指摘、コ

メントを頂戴いたしました。  

 都民にとって、公正で中立的なそういったところがどこなのかということを伝えるとい

うことはやはり大切であることがうかがえる結果だったと思います。  

 また、何かありましたら御発言いただければと思いますが、ぜひこれを受けて、ほかの

委員にもお聞きをしたいなと思っております。  

 特に順番は考えておりませんが、いかがでしょうか。先ほどと逆の順番でお願いして、

よろしいですか。  

○生駒委員 ありがとうございます。私も大変興味深く、この結果を拝見しております。

非常に重要な点だと思うんですね。  

 年代によって、またいろいろとスタンスが変わってくるかなと思うのですけど、最近聞

いたところでは、特殊詐欺みたいな受け子とか出し子とか、巻き込まれている若い方のこ

とをニュースで聞くと、決してお金に困っている人たちじゃないということだったんです

ね。  

 インターネットで一気にお金が、それだけまとまったお金が入るバイトということで、

そこに興味を持った若者が来たというふうなことを、実際に関わっていた方が言っていて。

要するに、日々のお金が困っているからやるんじゃないんだということを聞いたときに、

ある種、ゲーム感覚というか、そんなようなことも関わっているのかなと思った次第です。  

 一つに、人間の人生を考えたときに、労働の対価としての給与のような金銭と、あと株

式や投資信託など金融商品での資産運用、さらにはバーチャルマネーみたいな暗号資産の
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領域もあると思います。人が経済的に自分を支えていく方法が、かつては労働の対価がメ

インだったと思うのですけど、ここ１５年ぐらいですかね、随分変わってきたと思います。  

 十分に労働の対価で生きてきた世代の方々は、何か使い分けができるかなと思うのです

けど、例えば１０代、２０代ぐらいの、学生ですとか、これから社会に入っていく段階の

世代の方々にとっての金融リテラシー教育というのは、ちょっと俯瞰した視点のリテラシ

ーが必要かなと思うんです。まず、自分の労働の対価で得られたベースがあって、生活を

支える資金のベースがあった上でいろいろ選択していくということが大切ではないか。そ

のベースがなくて、いきなり資産運用ですとか、暗号資産とか、一気に稼げる方法がある

みたいなイメージだけが先行してしまっている部分もあるようにも思いまして、そういっ

たバランス、エシカル教育、消費者教育の観点から申し上げますと、そういった点も含め

た金融リテラシーといいますか、金銭リテラシーといいますか、個人の経済、資産運用の

リテラシーのようなものを、しっかり踏まえて、教育に結びつけていっていただきたいと

思いました。  

 もちろん、全ての世代に対しての金融リテラシーの教育はまだ全然足りていないと思い

ますが、とりわけ若い世代の方々、Ｚ世代とか、α世代の方々、いきなりそこからスター

トしていますから、そういった部分のバランス感覚みたいなものは尊重をしていただきた

い。そういった点に配慮してエシカル教育も消費者教育もより充実させていければと思い

ました。  

 以上、感想になります。  

○小野部会長 どうもありがとうございました。年代によって状況が違うのではないかと

いう御指摘でした。  

 クエスチョン７、１９ページなんですけれども、資産管理で重要だと思うことというも

のがあって、次の中から三つまで選んでくださいとあって、一番多いのが生活設計や人生

設計ということで６６．３％、それで投資の活用、家計管理、預貯金の活用と続くことが、

クエスチョン７に書いてあります。  

 資産管理、資産と聞いたときに、やっぱりそれぞれイメージするものとか、大切にした

いものが違っているんだろうなと思っていて、恐らく年代別でまた見ると、今、御指摘が

あったようなところも見えてくるかなと思いますし、消費者教育イコール金融教育ではな

いのですけれども、大きく関わりますので、どういうふうに都として進めていくのかとい

うときにも、こういったアンケート結果が有用だなと思います。  

○生駒委員 そうですね。全くおっしゃるとおりで、その消費者教育の中に、一つはデジ

タルのリテラシーというのが大きく入ってきたほうがいいのかなと思っておりますのと、

おっしゃったように金融リテラシーのようなものも消費者教育の中の一つの軸に入ってい

ってもいいのかなと。もう、そういう時代に我々突入しているかなと感じております。  

○小野部会長 ありがとうございました。  

 それでは齊木委員も、よろしかったらコメントを頂戴してよろしいですか。お願いいた
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します。  

○齊木委員 御説明いただきまして、ありがとうございます。非常に貴重なアンケートと

して拝聴いたしました。  

 ５ページに年代別で、１８・１９歳の５７．１％の人が「関心があり、購入したいと思

う」と記載があり、２０代になると極端に１７．６％まで下がります。この結果から１

８・１９歳に向けての啓発が大事だと思いました。  

 また年齢だけではなくて、地域とか、置かれている環境などによっても変わってくると

考えられます。アンケート実施前に仮説を立てられていると思いますけども、深堀りをし

ていき、どういった金融の知識が不足しているのか、リスクがあるカテゴリーを浮かび上

がらせることができればよりよいと感じました。  

○小野部会長 どうもありがとうございました。  

 年代別ということで、とりわけ成人になって間もない１８歳、１９歳、その辺りも改め

て金融経済教育の重要性を考えさせられるご発言でした。どうもありがとうございます。  

 それでは坪田委員、お願いしてよろしいですか。  

○坪田委員 このアンケートは、非常に有意義というか、興味深く拝見いたしました。  

 どうしても消費生活というのはお金が動きますので、お金とは密接な関係がありまして、

私どもも、消費者教育啓発の中では、このお金の問題は避けて通れないということでござ

います。  

 やはり依頼のほうも、こういったことにも触れてほしいといったのが多くありますので、

消費者被害、トラブルと一緒に、こういったものも年代に併せて啓発教育をしております。  

 その中で、今お話がありましたけれども、５ページのところで１８歳、１９歳、それか

ら学生さんがかなり関心があるということで、これは既に高等学校の家庭科の中でも金融

教育が始まっておりますので、また報道でもＮＩＳＡという言葉が飛び交っていますから、

かなり関心が高い若者がいるのではないかと思っております。まさに高等学校の消費者教

育の中でも、これはまた入れていきたいなと思っております。  

 次の７ページのところですけれども、詐欺等の被害にあわないか心配ということでして、

これは裏を返せば金融商品と詐欺は大きく違うわけで、金融商品を騙った詐欺がいるわけ

で、そもそもの金融商品がどういうものかという基本を分かっていれば、詐欺かどうかは

分かるはずというところが、本当のところだと思っております。  

 そうしますとやはり、この若い世代には金融というものは、どういう仕組みであるか、

経済教育、お金の流れということになるわけですけれども、これが単に自分の資産を増や

すということだけではなく、社会的な金融教育というのは、非常に必要かと感じました。

特に家庭科とあとは社会科、公民の分野、公共の分野、連携してやっていくことがより必

要ではないか感じました。  

 それから、非常にどこも興味深かったんですけれども、その中で１８ページ、インター

ネットによる情報の入手方法ということで、これもやはり今の消費者被害にも関連するこ
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とかなと思うことで、興味深く思いました。やはりこの辺りが、しっかりと消費者教育で

言っていかなければならないと思いました。  

 それから２２ページのところでございますが、ここに自分が気をつけていれば、だまさ

れることはないと思う、報道等で存在は知っているが、自分にはあまり関心がないという

のが７０歳以上と無職のところに結構多くなっております。この辺りがやはり、実際は被

害に遭ってしまう可能性がある世代ではあるのかと思っております。  

 今回のアンケートはインターネットの都政モニターということですから、一般の母集団

とは若干違うのかもしれませんが、やはりこういった方々にも、巧妙な手口や新しい手口

が次々と現れるので、誰もがだまされる可能性があるという意識を持っていただきたいな

と感じました。  

 それから２６ページのところでございますけれども、ここですね。この金融被害の手口

を知っていましたかというところがありますが、やはり主婦や学生の方はあまり知らなか

ったということがあります。  

 この学生さんのところは、先ほどのところにも重なるところですけれども、やはりしっ

かりとした金融教育、どういうものが本来の金融商品であるかということをお知らせして

いかなくてはならないと感じております。  

 そして、３１ページのところですが、ここに被害に遭ったときに誰に相談をしますかと

いうことで、警察や消費生活センター、これは本当にありがたいところなんですけど、特

に消費生活センターの立場から言えば、とにかく消費生活センターに相談をしてほしいと

思っております。  

 消費生活センターでできないこともたくさんあるわけですが、やはり住民の方に、非常

に気軽に相談できる先というのは消費生活センターですので、ここでしっかりとこれはす

ぐに警察に行ってください、これはすぐ金融機関に行ってこういうふうに手続を取ってく

ださいというようなことをつなぐことができます。  

 消費生活センターの役割というのは、消費生活センターで全てを解決するのではなく、

より適切な部署につなぐというのも、都民の身近な窓口として非常に重要な役割だと思っ

ておりますので、これは少しよかったなと思っておりますが、この中で家族、友人、親戚

というのがあります。やはりこれを見ますと、金融教育という知識に関しましては、特に

今、高齢者の方への啓発であるとか、若者ということをやっておりますが、本当にあらゆ

る世代の方に、いろいろな場面でこれをお知らせしていくことが重要だと思っております。

その方がふと相談した方が、それについて知識があれば、適切な助言ができて、早く解決

の相談窓口につなげることができるのではないかと思っております。  

 それに関しましては、３２ページですね。ここに、ＳＮＳで詐欺被害の注意喚起を見て

いると、絶対騙されないと思っていた人も被害に遭っており、とても怖いです。次ですが、

自分だけでなく、ネットが苦手な親が被害に遭わないよう、引き続き対策していきたいで

すと書いていただいておりますので、やはりいろいろな方が、この意識を持つことが本当
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に見守りにもつながると思っております。  

 高齢社会になっておりますから、高齢者に気をつけましょうと言っても本当にあちこち

に高齢者の方がいらっしゃる時代になりました。東京都には学生の方も多いですから、い

ろいろな方が知識を持って、自分は大丈夫と思っている方でも、もしかしたらあなたの周

囲の方が困っているかもしれないということを一言添えて啓発することが、非常に有用で

あると感じました。  

 以上です。  

○小野部会長 ありがとうございました。  

 消費者教育と相談をされている方々が集まっている全相協のお立場ということを強く意

識しました。私個人としては、坪田委員の発言と私自身もメモをつけたところでの答え合

わせみたいな感じで、ほぼ同じページの言及を、しかも的確に発言をいただいて大変あり

がたかったです。  

 例えば２２ページのところは金融被害に対する意識というので、性別、年代別などであ

るのですけれども、私も７０歳以上が６２．９％、つまり誰でもだまされる可能性があり、

ほかの世代と比べると一番割合としては小さくて、自分は大丈夫だと思っている割合が高

いことが気になりました。また２２．９％が自分が気をつけていれば、だまされることは

ないと思うとあり、頼もしくもあり、一方でここは７０歳以上の方にお伝えをするときに

工夫が必要だと思いました。つまり御自分のためだけではなくて、周りの方のために、見

守りをするためにと持っていってお話を聞いていただく、そんな工夫がどうも必要そうだ

と読み取ったりもしました。  

 それから２６ページですが、金融被害の手口を知っていましたか。これは２５ページか

らロマンス詐欺や高配当の投資勧誘や、次のページ以降は未公開株の投資勧誘等と続き、

その金融被害もメニュー別に年代で書いてあるというようなところなのですが、私自身も

やはり１８歳、１９歳のところで言葉も手口も知っていたというところで、一番年代とし

ては低いというか、小さい割合になっていたりして、社会経験が乏しいことを踏まえて伝

えていくことが改めて確認できるデータだと思いました。職業別でいいますと、主婦の方、

ここには学生も入るわけですけれども、社会との関わり、接点が少ない方には、とりわけ

高配当の投資勧誘についてはお伝えをする必要がありそうだなというように、自分が消費

者教育の啓発をする担当だったら、どうやってお伝えをしようかと思いながら見ておりま

した。  

 それから３１ページ、３２ページも言及をいただきました。  

 警察や消費生活センターや金融機関が相談先として挙がっているわけですけれども、こ

こには家族も弁護士もということで、連携が改めて大切ということが見えてくるのと、そ

れから友人、親戚というのも一定数いますが、つまり見守る人ですね。そういった方へお

伝えいただくスタンスで届けていく消費者教育の形が必要だなと思いながら、本当に見ど

ころがたくさんの報告書であり、また坪田委員からは実際のお立場から消費者教育あるい
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は、相談員の取りまとめの団体のお立場から有意義な御指摘をいただきまして、大変あり

がたかったです。どうもありがとうございました。  

 それでは、藤田委員、お願いしてもよろしいですか。  

○藤田委員 藤田です。私のほうも感想めいたものを述べさせていただければと思います。  

 先ほどからも話が出ております５ページのところ、これは金融商品に関する関心という

ところではあるんですが、私が弁護団を結成しましたマルチまがい被害対策弁護団という

のがあるんですけれども、そこの被害は若年者がとても多いです。  

 教育というものの重要性をすごく感じながら弁護士として活動しているわけですけれど

も、マルチなので彼らは被害者にもなり、かつ加害者にもなり得るということが仕組みと

してあるわけですよね。  

 そうすると、若い人たちがいつの間にか自分が加害者になっちゃっていて、勧誘をし、

被害を拡大させているということに対しての罪悪感を持ったりするわけでもあるわけなの

で、被害としてはかなり重篤だし、問題はすごい大きいのではないかなとは日々対応しな

がら認識しているところではあります。  

 なので、本当に若い人たちに対するこういう金融商品に限らず、いろんな消費者被害に

ついても啓蒙していくこと、教育をしていくこと、非常に重要なのかなというところを感

じた次第です。  

 次のＱ２のところの金融商品を購入する理由というところも、私も非常に関心を持ちま

して、一番多いのはやはり将来や老後の生活資金のためというところで８２％、非常に大

きいですよね。そうすると老後の生活資金のために金融商品を購入したのだけれども、そ

こが詐欺に遭ったりとかしちゃうと、将来の絶望に結びついてしまうと。被害が重篤なこ

とになり、その人がどうやって今後生きていくのかというところになるということもあっ

て、被害の重篤性というか、大きさを感じざるを得ないところではあります。  

 そういった中でＱ１２ですけれども、金融被害に遭った際の相談先というところで、警

察がやっぱり一番最初に挙がっているというのは、私としてはすごい関心を持ちました。 

 警察としては、金融商品ということにはなるので、さっきも言ったように契約が関わっ

てくるのではないかというところがあり、警察の窓口対応というのがどうなのかなという

のがすごく不安に思います。  

 弁護士が行って、さっき言ったみたいに、いい例はあるんですけれども、ほぼと言って

もいいぐらい警察のほうとしては、うちは管轄外だしというところで、門前払いになっち

ゃうケースが多いんじゃないかなというところがあるので、こういうアンケート結果があ

るんだと、警察に頼ってみんな行くんですよということを、ぜひとも警察のほうとしても

認識を持っていただいて、しかるべき、まさに消費生活センターとか弁護士とかにつない

でいただくといったところを、きちんとケアしていただくことが重要なんじゃないかなと

いうところを、このアンケート結果を見ていて、実際に被害を対応している弁護士の立場

からすると、そういった点について関心を持ったところです。  
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○小野部会長 ありがとうございました。具体的な例をもってお伝えいただきました。  

 確かにこれをもって連携の必要性を訴え、そして窓口に来た人は消費生活センターにお

連れください、つなげてくださいというふうに伝えていただくという方法もできますね。

ありがとうございました。  

 それでは原田委員、お願いできますか。お願いいたします。  

○原田委員 貴重なアンケート結果を公表いただきまして、非常に興味深く拝見をさせて

いただきました。  

 何ていうか、うまい話はないんだよねというのがそのとおりで、そこが原則なのですけ

ど、うまい話は向こうから来ないんだよというようなことが改めて認識として要るんだな

みたいな感じがします。  

 特に、暗号資産とかのところが多分私は一番よく聞くので、やはり暗号資産に興味があ

る世代というのは、やっぱり２０代、３０代がアンケート的にも高いということで、知識

もあるけれども、投資詐欺に関しての知識もある程度あると、両立しているんですが、そ

のほかの年代になると、だんだん減っていったりとかをすると。この世代は非常に２０代、

３０代が暗号資産に対する意識というのがやはりあるというようなところで、やっぱりそ

ういう人たちが情報入手としてやるのが、やはりインフルエンサーとか、ネットとか、Ｓ

ＮＳとかというふうになってくると。  

 というと、今とっても炎上中なのが、ＳＡＮＡＥ  ＴＯＫＥＮですね。ＳＡＮＡＥ  ＴＯ

ＫＥＮで総理大臣が関係ないと言ったら炎上しちゃったというような、ああいうのがぽこ

ぽこ出てくるわけですよね。  

 もともと暗号資産交換所というのがどういうことをしているのかということを知識とし

て知っている人であれば、引っかからないんですけれども、暗号資産交換所でもないよう

なところがＴＯＫＥＮの発行をするというような話自体が、もう既にあり得ないというふ

うに思うと。そうすると、やはりインターネットでそういう情報を収集したり、そういう

投資に関する情報とかを見ていると、やっぱりインターネットの仕組み上、どうしてもそ

ういう情報が次々といろんなところからターゲティングじゃないですけれども、興味のあ

る情報として次々と勝手に流れて来てしまうわけですよね。そうすると、その中にはろく

でもない情報というのが当然混ざってくるので、触れやすくなってしまうんですよね。  

 だからそういう知識があったりとか、興味がある方だからこそ、ネット上で情報を見て

いると、そういう情報も紛れ込んできて目に入ってしまうと。逆に言うと、その情報とい

うか、興味が全くない人に関してはそういう情報も流れてこないので、なので引っかから

ないというようなことにあります。やはり若干知識のある人がやっぱり一番引っかかりや

すいというか、狙われていくんだというようなところが、こういった結果からいろいろな

分析ができるんじゃないかなというふうに思います。  

 やはり職業別みたいなアンケートの結果もありましたけれども、やはり要は年収的に若

干そんなに高くないような人たちであると、やっぱりお金がないというところで、もうか
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る話に弱くなってしまうというようなところで。本来情報はお金がある人のところに行っ

て、金持ちが一人で独り勝ちするのが今の残念な不条理な世の中ですので、お金のもうか

る話が向こうから来ないというようなところは、ある程度知っておくというのは、これは

本当に金融教育として必要なんだなというふうに思います。誰がおまえなんかにもうかる

話をするかよとかというふうに自分で思っていないと、向こうから来るもうけ話なんか、

向こうがもうかるために来るんだよという話ですので。  

 やっぱり、暗号資産も結局何か未公開株と近くて、その公開されているものであれば、

イーサリアムとかビットコインとかになりますけれども、非公開というようなことでＩＰ

ＯとかＩＣＯとかという言葉にすり替えられてしまって、それが上場するかどうかも分か

らないのに投資するというような、そういう話になっていくということで、言葉もたくみ

に変えられていったりとか、またエシカルとか何かよく分からない、そういう言葉を使っ

てまただましてくるというようなことになると、自分が投資することが世の中にとってい

いことなんだみたいな、何かそういうようなところをうまくついてくるというのが投資詐

欺だと。最近の傾向だなというふうに思っておりますので、やっぱりそういう世代の情報

とか、入手の仕方というのが、このアンケート結果から非常に分かりやすく出てくるし、

分析のしがいがあるようなデータだと非常に思っております。  

 私は最後に、３７ページの７０代以上品川区の男性の御意見がごもっともだなと思って、

そもそもべらぼうにもうからないし、投資で小銭を稼ぐぐらいだったらば、大手の金融機

関でやればいいということで、そこでまたべらぼうに手数料を取られて小銭になってしま

うというようなことになるということで、高利な話に乗らないで、それだったら元本保証

のほうがいいわというような、そういう考え方で逆にいいのかなというようなことで。無

理して国が勧めるからと投資をしなければならないわけでもないですし、老後の資産を大

事にしたければ、それはそれで、ある程度ある人であれば、そんなことに出さないほうが

よっぽどいいし、私も老後の資産、非常に怖いので、やっていることといったら、何とい

うか、年金保険だけでありまして、そんなところかなというふうに自分でも思ったという

ような次第。  

 そして、あと詐欺は越境してきますので、なのでやっぱり警察に行っても捕まえられな

いと。特に暗号資産というのは、ビットコインとか、イーサリアムとかという、ちゃんと

決められたものであっても、それに投資しろというふうに越境の相手から言われて、手数

料が少ない状態で送金してしまうというふうになりますと、当然データですので足跡はた

どれるんですけど、そのたどっていった先が某国みたいな国になりますと、もう分からな

くなってしまいますので。技術的にどんなにたどれたとしても、国が情報を公開しないと

いうような、そういった国に流れていくわけですから。そうすると、結局絶対に捕まらな

いわけですから、そういった点では暗号資産というのは、いい点でもあるんですけれども、

越境してしまったときに、もう国という単位で救済が無理というような、どこぞの国に行

ったりとかしたら終わりですので。なので、そういった点ではちょっと暗号資産というと
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ころは、動かし方も非常に危険、越境というところの視点として持っていかなきゃいけな

いというようなところは、こういうのを聞いて感じたところかなというところです。  

○小野部会長 ありがとうございました。  

 暗号資産をキーワードに、確かに２０歳から３０歳代で、その情報源の一つとしては、

インフルエンサーを大切に、ほかの世代とはまた違った状況であることも読み取れますし、

最後のコメントも興味深く、そうですよねって思いながら読みました。今回のアンケート

は、例えば教育を推進する立場とか、行政の担当者であるとか、そんな立場でいろんな使

い方ができ、進め方の根拠になるということで大変ありがたいと思っています。  

 また、ストーリーをつくるといいますか、こうだからこうでというふうにして、いろん

な立場で、これを根拠に推進をしていく、金融経済教育に関わらせながら消費者教育にと

っても貴重な材料になります。  

 そして、政策は何かエビデンスをもって何かつくっていきましょう、推進しましょうと

いう流れもありますので、きっとそういったところを意識しながら計画を立てて実施され、

昨日リリースされたということで、今後いろんなところで活用されるのではないかと思い

ます。  

 基本計画を本格的につくり始めるところでは、こういったものを踏まえながら、いろん

な立場の人が連携ができるように、大切な拠所というような、そんな位置づけなのかなと

思っております。  

 また、それぞれのお立場からのコメントといいますか、皆さんだったらどういうふうに

思われるかなと個人的に気になっております。生駒委員、どうぞ。  

○生駒委員 一言だけなんですが。このような機会をいただいて改めていろいろ考えてい

るところなんですけれど、老後の不安を金融商品で解決しようと、頼るということ自体が、

いかがなものかと思う気持ちがあります。基本として、社会保障制度ですとか、賃金を上

げられるかなど、いろいろな課題が出ています。  

 それに比して物価が上がっているという状況で、決定的に皆さんお金が足りない、経済

的な不安から逃れられないと思っていることが前提にあって、金融リテラシーというか、

金融の推進というのが始まっているかなと思うんですけども。我々消費者としては、その

基本的な部分、社会の中でどのように人が年齢関係なく守られたり、保障されていくかと

いうところの原点もしっかり併せて考えていかないといけないと思います。これは応急処

置だと思うんですね、ある意味の。それは並行して、ずっとバランスよく存在していく分

にはすごく重要だと思うんですけども、さっき申し上げた世代によっては、私も実際いろ

んな例を若い方に見るんですよ。バランスをくずしてしまう、自分の持っている以上のこ

とに挑戦してしまって足りなくなったとか、ＮＩＳＡ貧乏などという言葉も出てきて、い

ろんなことを聞きますと、やっぱり個人の経済におけるバランスを考えることがすごく重

要かなと思います。いまいちど、消費者として、どのようにこの社会の中で、互いに経済

的にも金融的にも支え合って、保障し合って生きていくかということを考える、いいきっ
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かけをいただいたかなと思いました。  

 これは気付きを得るアンケートでした。ありがとうございます。  

○小野部会長 ありがとうございました。  

 本日の議題が２本立てということで、１本目はもう議論を重ねてきましたので、その最

終的な確認ということだったのですが、後半は今後に向けてということ、新たに出たアン

ケート結果について、また基本計画が本格的な議論になるときに、きっとこちらも大切な

根拠になるかと思いますので、皆様と共有ができてありがたいと思いました。  

 それでは、本日は議事としましては、以上でございます。  

 本検討部会は今回が最終回となります。最後に何か御意見なり、足りないこととかがあ

ればお受けしますが、いかがでしょうか。大丈夫でしょうか。  

 そうしましたら、最後に事務局から連絡事項がありましたらお願いをいたします。  

○企画調整課長 本日もたくさんの御意見を本当にありがとうございます。  

 都政モニターアンケートのほうも、もっと前に実施していれば、これも踏まえて部会で

取りまとめもできたかもしれないですが、調査スケジュールの都合上、このタイミングと

なってしまいました。  

 金融経済教育に関しては、すでにいろいろな観点から実施しています。広く一般消費者

向けだけでなく、若い方向けであったりとか、高齢者向けのもの、また、教育現場向けに

学校の先生への情報提供なども実施しています。東京都金融広報委員会様の御協力をいた

だきながら実施しているものもあります。  

 啓発の実施に際しては、対象者の考え方など、いろいろ仮説をもってやっていたわけで

すけども、今回こういうようなエビデンスもできてきたので、さらに深いもの、もう少し

工夫をしていくことができるのかなというふうに思っております。また、部会長からもお

話がありましたとおり、今後の基本計画の改定、その基本計画のその先、実際の取組とい

うところにも生かしていけるのではないかというふうに思っております。ありがとうござ

います。  

 改めてのご案内になりますが、先ほど申し上げましたとおり、本検討部会の報告書につ

きましては、開催時期未定でございますが、次回の消費生活対策審議会で御報告いただく

ということになります。またそのときは、よろしくお願いいたします。  

 事務局からは以上でございます。  

○小野部会長 ありがとうございました。  

 それでは、これをもちまして本日の基本計画の次期改定に向けた方向性の検討部会を終

了いたします。  

 検討部会としましては、本日が最後の開催というところでございまして、年度末に向け

たお忙しいところ、御参集いただきましてありがとうございました。  

 今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。  
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（午後 ５時２０分 閉会） 

 


